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て
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午前１０時００分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２８年第７回美幌町議会定例会、第

３日目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第1 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の

規定により、４番上杉晃央さん、５番稲垣

淳一さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎答弁の訂正

○議長（大原 昇君） 昨日の大江議員の

一般質問において、町長より答弁の訂正を

したいとの申し出がありましたので、これ

を許可いたします。

町長。

○町長（土谷耕治君） まずもって、お詫

びと訂正を申し上げたいと、そのように思

います。昨日の一般質問中、大江議員の国

民健康保険の北海道単位化の中で、(２)番

目になりますけれども、国民健康保険基金

の取り扱いの答弁中、「来年度の保険税の

税率引き下げは難しい」とすべきところ

を、「引き上げは難しい」と、引き下げで

はなくて引き上げは難しいと発言をいたし

ました。このことについて、お詫びと訂正

をお願いいたしたいと思います。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 議案第９０号

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

９０号平成２８年度美幌町一般会計補正予

算（第７号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１７ペー

ジになります。

議案第９０号平成２８年度美幌町一般会

計補正予算（第７号）について、御説明を

申し上げます。

平成２８年度美幌町の一般会計補正予算

（第７号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ５,０１４万６,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０３億６,７７９万

７,０００円としようとするものでございま

す。

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明を申し上げます。

債務負担行為の補正。

第２条、債務負担行為の変更は、第２表

債務負担行為補正により御説明を申し上げ

ます。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、第３表、地方

債補正により御説明を申し上げます。

それでは、２３ページをお開きいただき

たいと思います。

第２表、債務負担行為補正についてでご

ざいます。
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避難所８施設に設置をいたしましたＡＥ

Ｄの借上料、それからその下の図書館の新

聞等の資料デジタル化業務委託料、それぞ

れ契約に基づき限度額の変更を行おうとす

るものでございます。

次に、２４ページをお開きいただきたい

と思います。

第３表、地方債補正についてでございま

す。

それぞれ限度額の変更を行おうとするも

のでございますが、まず農業生産基盤整備

事業につきましては、国営美女地区のガイ

ドライン分確定に伴う変更でございます。

その下の起業家支援事業につきまして

は、対象件数が３件から４件に増加したこ

とに伴います増額の変更でございます。

その下の店舗リフォーム促進支援事業に

つきましては、起債対象外となったことに

伴います全額の減額補正でございます。

その下、町道整備事業につきましては３

件の工事費確定に伴います減額の変更でご

ざいます。

その下の堤内排水対策事業につきまして

は、新興樋門の電源設備工事費確定に伴い

ます変更でございます。

少人数学級推進事業につきましては、期

限付き教諭３名の給与確定に伴います減額

の変更でございます。

一番下、学校給食施設整備事業につきま

しては、マイコンスライサー及び受水槽の

修繕額確定によります減額の変更となりま

す。

次に２５ページでございます。

臨時財政対策債につきましては、借入額

の確定に伴う変更でございます。これによ

り、地方債の限度額の総額を８億４６９万

１,０００円から７億６,８４６万２,０００

円に変更しようとするものでございます。

次に、歳出について御説明を申し上げま

すので、３６ページ、３７ページをお開き

いただきたいと思います。

総務費、一般管理費の通信運搬費、９３

万円の増につきましては、臨時福祉給付金

給付事業に係る郵便料の増額でございま

す。

その下の消耗品費１９万４,０００円の増

につきましては、公文書のファイリングに

伴います消耗品の増でございます。

それから次、企画費の非常勤職員報酬９

万円の増でございますけれども、これは行

政改革推進委員会に公共施設等総合管理計

画の審議追加をお願いしたことに伴います

増の補正でございます。

続きまして、９目の財政調整等基金費で

ございます。積立金１６６万７,０００円の

増でございますけれども、まず１１月１日

に東１条南４丁目の大谷重夫様より、町の

ために役立ててほしいと１００万円の御寄

附をいただいたものと、今回の補正予算で

の財源調整分６６万７,０００円の繰り戻し

を行うものでございます。

なお、今補正に係ります各種基金の年度

末予定残高を参考資料の２２ページに添付

をしておりますので、御参照いただきたい

と思います。

それから、防災対策事業費の中の業務等

委託料、洪水ハザードマップ作成委託料３

０万３,０００円でございますけれども、来

春発行予定しております「美幌町暮らしと

防災ガイドブック２０１７」に、洪水ハザ

ードマップを新たに掲載するための費用で

ございます。

その他につきましては、執行見込み等に

よる整理を行おうとするものでございま

す。

次に、３９ページをお開きいただきたい

と思います。

税務徴税費の業務等委託料３０万３,００

０円の増につきましては、税条例の改正で

御説明を申し上げましたグリーン化特例の

延長に伴うプログラムの改修費でございま

す。

それから、その下の手数料１７万６,００

０円の増につきましては、コンビニ収納の
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増加に伴うものでございます。

その他につきましては、事務事業確定等

による整理をしようとするものでございま

す。

次に、４１ページをお願いいたします。

積立金１１万７,０００円の増でございま

すけれども、９月２４日に社会医療法人恵

和会様主催のチャリティーゴルフコンペ及

び懇親会参加者一同様より社会福祉に役立

ててほしいとの御寄附をいただいたもので

ございます。

その下の４万６,０００円、事務事業協力

報償でございますけれども、これは道の要

綱が改正をされまして、民生委員活動費の

１人当たり単価が５万８,２００円から５万

９,０００円に改正されたことに伴います増

額の補正でございます。

それから、５番目の経済対策臨時福祉給

付金給付事業につきましては、消費税の引

き上げに際しまして低所得者への負担影響

を考慮し、臨時的な措置を講ずるために必

要な経費について予算措置を講ずるもので

ございます。なお、この財源については全

額国費となっております。

その中の一番下の交付金でございます。

経済対策臨時福祉給付金として１人１万５,

０００円を支給することとなっておりま

す。対象者を４,３６８人と見込んでおりま

す。支給が来年の３月末から７月末となる

ことから、年度内で執行できない経費につ

いては繰越明許費となります。

次に、４３ページをお願いしたいと思い

ます。

介護保険特別会計負担事業費の増３００

万５,０００円につきましては、制度改正に

伴う電算システム改修費の増に伴います繰

出金の増でございます。

それから障害福祉費補助金、共同生活支

援事業所建設費補助金４７０万円の増でご

ざいますけれども、これにつきましては北

海道療育園が移転改築を進める知的障害者

グループホーム建設２棟について、１棟は

国・道の補助対象となりましたけれども、

１棟は自己資金での建設となったところで

ございます。

平成１０年から平成１５年までに、知的

障害者のための施設整備についての寄附金

が５件、４５０万円ございまして、その運

用益も含めまして４７０万円を寄附者の趣

旨に沿いまして今回補助金として支出をす

るものでございます。

それから、児童福祉総務費の負担金、子

どものための教育・保育給付費負担金１,８

１６万６,０００円の増でございますけれど

も、これは公定価格の処遇改善加算率変更

による各加算単価の改定に伴います増でご

ざいます。主な内容としては、保育士の給

与改善３％となっております。

それからその下、保育園費でございま

す。美幌保育園の教育備品、その下の東陽

保育園の消耗品費と教育備品のそれぞれの

増につきましては、１０月２３日大和山美

幌支部永澤支部長様より、町立保育園の屋

内遊具に役立ててほしいと３０万円の御寄

附があり、購入を図ろうとするものでござ

います。

次に、４５ページをお願いしたいと思い

ます。

予防費の業務等委託料４８万６,０００円

の増でございますが、これにつきまして

は、予防接種法改正に伴いましてＢ型肝炎

ワクチンの定期接種が開始されたことによ

ります健康管理システムの改修費でござい

ます。

それから一番下の保健福祉総合センター

管理運営事業費の増４４万７,０００円につ

きましては、ランニングマシーン、エアロ

バイクなどの修繕に係る増でございます。

次に、４７ページをお願いしたいと思い

ます。

農地費の団体営土地改良事業費の増、オ

ホーツク東部広域農業水利管理協議会負担

金１８５万３,０００円の増でございますけ

れども、これにつきましては古梅ダム維持
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管理用車両、平成８年車でございますけれ

ども、この更新などによる美幌町の負担分

としての補正でございます。なお、美幌町

の負担率は３９％となっております。

それから一番下の積立金３８７万１,００

０円につきましては、森林整備協定に基づ

く寄附金を未来への森づくり基金へ積み立

てを図るものでございまして、まず８月３

１日に石上車輌株式会社様から２２３万

円、１０月１１日に株式会社宮田建設様か

ら２万６,０００円、１１月１０日に社会医

療法人恵和会様から９９万８,５０６円、同

じく１１月１０日に株式会社道央環境セン

ター様から４２万円を、また同じく１１月

１０日に生活協同組合コープさっぽろ様か

ら１９万５,７５９円の寄附を受けたもので

ございます。

次に、４９ページをお願いいたします。

商工費の商店街活性化促進事業費の増、

補助金、起業家支援事業補助金２００万円

の増でございますけれども、当初予定をし

ておりました３件から４件、１件増加が見

込まれることから、その１件分について追

加を行うものでございます。

それから下の道路橋梁新設改良費、駒生

川関連農道橋実施設計委託料１,４１０万円

の減でございますけれども、これにつきま

しては、事業主体であります北海道の事業

未実施によります減額の補正でございま

す。

次に、５１ページをお願いいたします。

一番上の第１５号道路整備工事５６４万

７,０００円の減でございますけれども、こ

れにつきましては、当初予算と比べまして

設計金額の減による減額の補正でございま

す。

その他については、執行残及び事業費確

定による整理を行うものでございます。

次に、５３ページをお願いいたします。

５３ページ、５目の図書館費でございま

す。図書館活動促進事業費の増の消耗品費

１３０万円の増でございますけれども、こ

れにつきましては、８月２８日に滝上町に

お住まいの谷静樹様から１００万円を、９

月３０日にふるさと寄附金の納付者から３

０万円の御寄附をいただいたことにより図

書購入を図ろうとするものでございます。

続きまして、５５ページをお願いいたし

ます。

スポーツ推進事業費の増、補助金、全

国、全道競技大会選手派遣補助金２７万７,

０００円の増につきましては、本町在住者

が１２月にペタンク世界選手権に１名、ま

たラグビージュニア選手権北海道選抜に中

学生２名が出場することによります増額の

補正でございます。

続きまして、５７ページになります。

職員給与費、その他手当１１９万４,００

０円の増でございますけれども、これにつ

きましては、臨時福祉給付金給付事業の実

施に伴います時間外手当の増でございま

す。

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、３０、３１ページにお戻りいただき

たいと思います。

歳入の地方特例交付金の１１３万円の増

につきましては、交付額確定による増額で

ございます。

次に、１４款の国庫支出金でございま

す。児童福祉費負担金、子どものための教

育・保育給付費負担金の増７８９万７,００

０円、それからこのページの一番下の道支

出金の児童福祉費負担金の５２６万７,００

０円につきましては、先ほど御説明いたし

ました公定価格の処遇改善加算率変更に伴

いますそれぞれ国庫分、それから道分の負

担の金額増加でございます。

それから戻りまして、国庫補助金の民生

費でございます。社会福祉費補助金の経済

対策臨時福祉給付金給付事務費補助金７９

９万２,０００円と、その下の給付事業費補

助金につきましては、先ほど説明いたしま

した消費税の引き上げに伴う低所得者への

措置を講じるための国庫補助金でございま
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す。

続きまして、３３ページをお開きいただ

きたいと思います。

道路橋梁費負担金１,４１０万円の減につ

きましては、歳出で御説明申し上げました

事業主体である北海道の事業未実施により

ます減額でございます。

それから、財産収入の不用物品売払代の

増４６万３,０００円につきましては、中型

バス売払による増でございます。

それから、１７款の寄附金でございま

す。一般寄附金の増１０９万３,０００円で

ございますけれども、これは９月２０日、

第４回アルバトロス杯チャリティーゴルフ

大会参加者御一同様から、災害対策に役立

ててほしいと９万３,０００円を、また１１

月１日に大谷重夫様より１００万円の御寄

附をいただいたものでございます。

それから、その下の社会福祉費寄附金の

増、林業費寄附金の増、図書費寄附金の増

につきましては、歳出で御説明を申し上げ

たとおりでございます。

一番下の福祉基金繰入金の増２９４万９,

０００円でございますけれども、これは緊

急通報装置更新事業費確定によります減額

で１７５万１,０００円の減、それと、先ほ

ど御説明を申し上げました北海道療育園の

障害者グループホーム建設費補助金４７０

万円の差額分でございます。

次に、３５ページをお願いしたいと思い

ます。

雑入の物品等売払の増７３万５,０００円

でございますけれども、これにつきまして

は、再商品化合理化拠出金、リサイクル協

会からの増でございます。

それから２１款の町債につきましては、

地方債の補正で御説明を申し上げましたと

おりでございます。

以上、御説明を申し上げました。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

１３番古舘繁夫さん。

○１３番（古舘繁夫君） 皆さん、たくさ

んあるのではないかと思うので、先に私か

ら。

議案書では４３ページの障害者福祉事業

の４７０万円を補助金として出し、療育園

の共同生活を２棟建てるということで、部

長の説明は１棟分だけしか認められなかっ

たというように聞こえたのですが、以前か

らあそこには、木造で男性用と女性用とで

１棟ずつ建てるというのは最初から織り込

み済みな話であって、補助する側は国や道

ですから、自治体が何を言っても届かない

部分があるかもしれませんが、どうしてそ

のような経緯になったのかということと、

御説明がありましたように４７０万円とい

うのは、１００万円の方が４人、５０万円

の方が１人、利息が２０万円、違うでしょ

うか。ということは、美幌町はこういう障

害のある方や自立をされようとする方々に

対する支援について、もっとお手伝い、応

援をしてもいいのではないかと感じている

一人なのですが、きょうは一般会計の補正

ということで、そこまで尋ねることではな

いのでありますけれども、その辺の考え方

も含めてお話しいただければと思います。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） ただいまの古舘

議員のグループホームに関する御質疑でご

ざいます。

まず１点目の補助の採択の関係だと思い

ます。これは御承知かどうかわかりません

けれども、毎年のことでありますが、厚生

労働省におけるこの事業の予算と、実際に

全国各地域からこの施設整備への予算要望

の間には相当な乖離があります。要望は毎

年相当あるにもかかわらず、残念ながら財

政的な面で厚生労働省の予算はふえていな

いというのが現実で、実際には前の年に不

採択になった分の要望と、我が町のように

新規に応募があってと、そういったもので

どんどん乖離が膨らんでいるというような
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状況です。今回なぜ２棟から１棟しか採択

にならなかったのかという背景は、今言っ

たようなことでありまして、片方は補助の

対象にならなくて、片方は補助でいいでし

ょうということではなくて、あくまでも予

算枠がないので、どちらかというと建設費

の高いほうを補助対象にしたと。補助率

は、国は２分の１以内ということなので、

予算の関係上、相当下がっての補助の内定

になってしまったということで、先ほど総

務部長から提案の説明をしたように、今回

は非常に補助金が少なくなったということ

と、もう一つは、以前に将来の知的障害者

のグループホーム、住まいの施設整備のた

めに御寄附をいただいてあったものを、町

で基金化をしておりましたので、それを今

回使わせていただいて、少しでも負担軽減

を図ろうとするものです。この負担軽減を

することによって、最終的には入所者の家

賃が軽減されることになってまいりますの

で、法人の負担が軽くなるということでは

なくて、あくまでも入所者の家賃が軽減さ

れるということでは、ぜひ今回これを使う

ことがベストではないかということで、今

回活用するということで決めたわけであり

ます。

それからもう１点の、町はもっと支援を

していいのではないかにつきましては、い

ろいろ御意見はあろうかと思いますし、９

月だったでしょうか、議会の中でも、こう

いった類いのものに対しての町の支援の今

後のあり方というような御質問もあったか

と思いますが、今までは他の精神のグルー

プホームもそうですけれども、町の遊休の

土地があれば、そういった土地を無償なり

で貸与する。あるいは、今回はたまたま上

屋があったので、上屋との解体費用を比較

して、土地については結果論としては無償

ということでお譲りをして、そこに建てて

いただくということで、それ以上の支援策

というのは、今回は講じなかったわけであ

りますが、たまたま以前に個人等から御寄

付があったので、まずはこれを使って、そ

して土地については町の遊休の土地を活用

していただくと、法人の方もありがたいと

いうことで、今回施設整備に至ったという

ことであります。

もう一つ言わせていただければ、この知

的グループホームが現在地に建った経緯、

これは当時議員でいらっしゃった方は御承

知のとおりだと思いますが、国立美幌療育

所の民間移譲という背景の中で、知的グル

ープホームはそのときまでは、美幌町には

存在をいたしておりませんでした。知的障

害者の方からは、特に将来にわたって、保

護者の方も高齢化をしてきて、子供たちが

独立していくために非常に不安であること

から、何とか独立して生活ができるグルー

プホームが欲しいという中で、町としてグ

ループホームをつくって運用するというこ

とはなかなか難しいということで、障害の

専門施設である北海道療育園が、重症の施

設を受けるに当たっては、そこがバックア

ップ施設になり得るので、そのときに町か

らお願いをいたしまして、福祉ランド構想

の中に知的障害者グループホームをぜひつ

くっていただきたいと。特に施設整備につ

いては、たまたま古い施設でありましたけ

れども職員の宿舎がございましたので、当

面はそれを改修することによって活用でき

るということで、４名、４名の８名のグル

ープホームが美幌町で初めて誕生したわけ

であります。その経緯からいって、その当

時の考え方としては、美幌町で初めてつく

るに当たって、美幌町からお願いをしてつ

くったという背景もあったので、金額的に

も新設ではなくて、改修で済んだというこ

ともありまして、当時の改修費については

全額町が北海道療育園に補助をして改修し

て設置していただいたということでありま

すが、土地については、国から低額な地代

金で、特措法の中で９割引で受けられたと

いう背景もありましたので、非常に実現し

やすかったということであります。今回に
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ついては移転改築ということで、まずは土

地の問題ということもありまして、土地を

買うということになりますと相当な金額に

なりますので、町も候補地を何点か御紹介

した中で、ここが大型スーパーも近くに張

りつきましたので、生活上非常に障害者に

とっては便利な場所であるということであ

りましたので、町も解体費用を含めた中

で、無償で譲渡したいということで議決を

いただきながら、今回に至ったということ

でありますので、御理解を願いたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。

○１３番（古舘繁夫君） 副町長から今ま

での長い経過も含めて説明があり、よく理

解いたしました。町がいろいろと側面から

支援をしていただいているということはよ

く理解いたしましたが、ぜひ雪解け、また

は平成２９年度中に立派なものができるの

だろうと想像します。あの周りは確か測量

をして、町道ということで整備を進めてい

くのだろうと思いますので、きょうの補正

には全く関係ありませんけれども、スムー

ズな環境整備を早く町として取り組んであ

げて、環境整備にも努めていただきたいと

考えております。以上です。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） まず、２３ページ

の債務負担行為の補正のＡＥＤの借上料で

すけれども、これは契約の結果、８カ所分

ということで半額以下にかなり下がってい

るかと思いますけれども、下がることはよ

ろしいかと思うのですが、当初計上した時

点で、これまで公共施設に同じように借り

入れしたときとの単価で、なぜこんなに大

幅に下がったのか、そういったことがもし

わかればお教えください。

次に、３１ページの町民会館使用料の減

ということで４０万円が計上されておりま

すけれども、これは、びほーるは皆さん御

存じのように稼働率が大変高いと聞いてお

りますけれども、びほーる分ではなくて、

町民会館の今取り壊したところの使用料の

積算の見込みで下がったのか、その辺の内

訳をお知らせください。

それから、４９ページの起業家支援事業

補助金、当初の３件から１件の追加の希望

があるので増額したいということですの

で、当初の３件の交付決定した事業の内

容、並びに追加の申請をしている事業がど

ういう内容なのかについて、お知らせいた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） まず、債務負

担行為の補正について御説明させていただ

きたいと思います。

金額の違いについてのお尋ねですが、従

来８施設は原課で契約をして、それぞれＡ

ＥＤを設置しておりましたが、このたび総

務部の防災担当で一括して８施設分を７月

２９日に契約をして、８月１日から５年間

ということで導入をしております。そうい

った関係で、当初の見込みから実際の契約

の段階で金額が大幅に下がったということ

で、御理解をいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（髙木恵一君） ３１ページの

町民会館使用料の件について御説明申し上

げます。

今建てかえを行っております町民会館に

ついては、６月から使用をしない方針でお

りましたので、ほとんど収入は見込まれて

おりません。その中でびほーる分の使用に

当たっては、稼働率が高いのでありますけ

れども、文化連盟加盟の各団体の利用が多

く、減免団体が多いということで今回４０

万円の減額をさせていただいたところでご

ざいます。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） ４９ページの

起業家支援の関係でございますが、本年度
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当初予算で３件計上しておりました。その

中で、まず１件目が平成２８年９月に字美

富で家具の製造販売であります。２件目

が、平成２８年１０月に字新町においてア

クセサリーの製造販売、そして３件目が、

１２月に開業予定の東１条北２丁目で飲食

店・焼き肉店に対して助成を決定しており

ます。そして、今回補正で計上させていた

だいているのが、年度中３月までにオープ

ンを予定しておりますパンの製造販売とな

っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 除細動器の一括契

約になったことで下がったというように了

解をいたしました。ちなみに、各施設で多

分同じものを入れていると思うのですけれ

ども、１台当たりの５年リース契約は幾ら

なのかをお知らせください。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） ５年の契約金

額で、１１１万６,０００円で、２年目以降

の単年度の支出金額が８施設で年間２２万

３,０００円でございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私は、町民会館は

稼働率が高いということで、町民会館は当

初解体予定でしたから、その間の利用実績

が下がって落ちているのかなという理解で

したが、そうすると、こういう状況は、今

ここで議論することではないのですが、来

年度の予算の積算上はかなり影響を受けて

くるというように理解していいですか。そ

の使用実態がいわゆる文化連盟関係なので

すね。

料金が軽減される団体の利用が多いとな

ると、通常ベースで見ているものより、か

なり今後下がってくる可能性が高いという

理解でよろしいでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（髙木恵一君） びほーるの利

用につきましては、どちらかというと文化

連盟加盟団体の利用が多いということで、

収入的には多くはならないという見込みで

おります。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 大きな意味で２

点お聞きしますが、その一つ目、３３ペー

ジの立木売払収入についてです。例えば、

何立米を見込んでその買い取り価格が石積

というか立米と言っていいか、それぞれ使

い方があるのですが、最初の見積もりは、

思ったより容積があってこのように伸びた

などという説明を、もう少し丁寧に教えて

いただけないでしょうか。

次、５３ページの図書館の関係の消耗品

費１３０万円。１万円以下の本は消耗品扱

いということで承知はしているのですが、

今の図書館は、私は狭隘すぎていて、せっ

かく買われた本をうまく町民に読んでいた

だきたいという趣旨からいったら、ひっか

けもあるのですが、どういう形で――毎年

毎年良い本を買われていますが、閲覧に供

するという意味においては、場所的にもう

限度ではないか。そこら辺のことも含め

て、本棚を高く積み上げればいいというも

のではないと思うのです。手の届く範囲

内、それは背丈、手の届く範囲内で小さな

子もいる中で、昨今は本棚も低くしましょ

うと、災害があったときに倒れたら困りま

す。それに埋もれるということもあります

という中では、毎年毎年ありがたいことで

はありますが、蔵書がふえています。一つ

はどういう形で今後閲覧に供していくの

か。それから、はたまたもう限度なのか。

蔵書が限度というのではなくて、場所とい

う意味で限度なのか。そこら辺の考えをお

聞かせ願えればなと、この２点よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） １点目の立木

売払の関係でございます。
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今年の立木売払につきましては、当初皆

伐で１,３４７立方メートルをみておりまし

た。これが実績としまして２,７７９立方メ

ートルと質材積の大幅な増によるものであ

ります。直営の皆伐につきましては、当初

４４８立方メートルをみておりましたが、

こちらは３７４立方メートルということ

で、今回の補正の大きな原因としまして

は、質材積の増ということでございます。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（髙木恵一君） 図書館の今の

状況でありますけれども、本を置くスペー

スは限られており、同じでございます。新

しい本は購入をさせていただいております

けれども、同時に古くなった本を書架から

下げているという状況にあります。できる

だけ新しく購入した本を閲覧できるように

入れますけれども、同時に古くなった本を

下げている状況でありますので、全体的に

置くスペースの現状は変わっていないとい

うことで、変わらない中でやっているとい

うことで御理解いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 古くなった本を

どけて、新しい本は十分に閲覧に供します

という説明は、言葉的には私もわかるので

す。ただ申し上げたいのは、古いというの

は、少なくても本の発行年数もあるかもし

れませんが、例えば、新書が出たときの５

年間は閲覧できるように棚に置いときます

よとか、次から次に新しい本――新しい世

界の分野で技術的なものはやはりしまい込

んではいけないものもあるのだろうなと思

うのです。はたまた、今何十万冊あるか、

今ちょっと私自身が失念しておりますが、

それを一時棚からどけるにしても、それを

保管する、もし要望があればその本を取り

出してくるというスペースも、もう満杯だ

ろうと思うのです。毎年一定年数を超えた

ものは、図書館の前で１冊１００円とか、

もともと表示されている定価の半額だとか

で売る、そういう努力はされているとは思

うのですが、古くなって下げたものにして

も、もうスペース的にはアウトではないか

ということがあるものですから、今回ひっ

かけも含めて、考える時期に来ているので

はないか、どうでしょうか教育長。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今回御寄附をい

ただいた中で、新たに本を購入したいとい

うことであります。今後図書館をどうする

かというのは、今この補正の中での論議は

避けさせていただきたいと思っています。

基本的には、利用が少ない、それから本

的に古くなって利用率が少ないものについ

ては、他の場所に下げている状況です。御

質問のとおり、下げてから当然、またそれ

を見たいという方もいらっしゃるので、全

部管理はされています。ですから、皆さん

の目に付くところに置いている本というの

は、やはりスペースの問題で、先ほど部長

が言いましたけれど、一定の量しか置けな

いという状況であります。それ以外につい

ては、別な施設を借りて、そこに置かせて

いただいているということで、当然その希

望があればリストは常に全部持っておりま

すので、その中で、こういう本、今表示を

されていないけれど、どこどこの施設に預

けて置いてあるので、そこからその本を持

ってきてお貸しするというような状況をと

っていると思います。

トータル的には、施設としての蔵書をき

ちんと管理するだけの許容はもう超えてい

る状況であることは事実でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） ３７ページです

けれども、防災対策の洪水ハザードマップ

の作成委託料ということで、先ほど説明が

ありました暮らしのための１冊というか、

どの程度のものなのか、その一冊があれば

ごみから何から全部わかるようなものなの
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か、その中でハザードマップをどのように

折り込んでいくのか、もう少し詳しく説明

していただけたらと思います。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） 今回発行する

「防災等暮らしのガイドブック」につきま

しては、前回、平成２５年１０月１日に広

報と一緒に全戸に配布をさせていただいた

ものでございます。地図のゼンリンにつく

っていただきまして、町では特に持ち出し

をしなかったものでございまして、今回折

り込みしようとするものが１４ページでご

ざいます。１４ページの中に、防災情報並

びにハザードマップを折り込もうとするも

のでございます。

ガイドブックのページ数については今持

ち合わせておりませんが、作成部数につい

ては１万１,５００部を前回もつくりまし

て、今回も同数でつくる予定をしており、

平成２９年４月には全戸配布できるような

ことで進めておりますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） ハザードマップ

のところだけを足すということで、３０万

３,０００円ということなのですね。ハザー

ドマップは、私もいつも関心を持って見て

いるのですけれども、１万１,５００部を３

０万円で、どの程度のものが折り込めるの

かなと思うのですが、水害などが多い地域

も含めて結構美幌は土地が低いので、皆さ

んに十分理解していただけるような、せっ

かくの機会ですので、読みやすかったり、

見やすかったりするものを心がけていただ

きたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務主幹。

○総務主幹（石澤 憲君） 平成２５年

に、既にお配りをしております防災ガイド

ブックを独自につくっております。たまた

まゼンリンが、また暮らしのガイドブック

をつくるということで、それに合わせて防

災情報も取り込んで１冊にまとめようとい

うことになりました。ハザードマップ部分

について、改めて地図をおこすということ

で、無料ということではなく、若干の経費

がかかるということで今回補正をさせてい

ただこうとするものでございます。ハザー

ドマップ自体は新しくなりますけれども、

内容的には２５年に配って既に今お使いを

いただいております防災ガイドブックと同

様の中身で、現在の防災ガイドブックが暮

らしのガイドブックと一緒になるというイ

メージをしていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第９０号平成２８年度美

幌町一般会計補正予算（第７号）について

を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 議案第９１号

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

９１号平成２８年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第４号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長

○民生部長（高崎利明君） 議案の５９ペ

ージをお開き願います。

議案第９１号平成２８年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）につい

て御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、一般被保険
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者高額療養費の増額及び事業の確定等に伴

う補正でございます。

平成２８年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第４号）は次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２,５２９万６,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３１億７,０７８万９,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

歳出から御説明いたしますので、７０ペ

ージ、７１ページをお開き願います。

３、歳出。

１款、総務費につきましては、臨時職員

の退職に伴う雇用形態の変更等による社会

保険料、賃金の減額でございます。

委託料につきましては、社会保障・税番

号制度対応に伴う国保システムの改修費用

を増額補正するものでございます。

２款、保険給付費、１項、療養諸費、１

目、一般被保険者療養給付費は財源調整で

ございます。

２目、退職被保険者等療養給付費は実績

見込みにより減額するものでございます。

その下の２項、高額療養費につきまして

も実績見込みにより１目、一般被保険者高

額療養費を増額、２目、退職被保険者等高

額療養費を減額するものでございます。

次、７２ページ、７３ページをお開き願

います。

３款、後期高齢者支援金等、４款、前期

高齢者納付金等、６款、介護納付金につき

ましては、社会保険診療報酬支払基金の確

定に伴い減額及び増額補正をするものでご

ざいます。

８款、保健事業費、健康づくり推進事業

費につきましては、臨時補助員のパート雇

用による社会保険料の減額、特定健康診査

等事業費につきましては、健診データ集計

分析システムについて、国庫補助金の交付

が得られなかったことに伴い減額するもの

でございます。

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、６６ページ、６７ページをお開き

願います。

２、歳入。

２款、国庫支出金、１項、国庫負担金に

つきましては、介護納付金及び後期高齢者

医療支援金の減額に伴う療養給付費等負担

金の減額及び特定健康検査等負担金の確定

に伴う増額でございます。

２項、国庫補助金につきましては、健診

データ集積分析システムに対する特別調整

交付金の交付が得られなかったことに伴い

減額するものでございます。

３款、療養給付費等交付金につきまして

は、退職被保険者に係る社会保険診療報酬

支払基金からの交付金の確定に伴う減額で

ございます。

４款、前期高齢者交付金につきまして

は、交付金の確定に伴う増額補正でありま

す。

５款、道支出金につきましても、特定健

康診査等負担金確定に伴う増でございま

す。

８款、繰入金につきましては、今回の補

正財源を国民健康保険基金に求めるもの

で、２５４万９,０００円を増額するもので

あります。

なお、補正後の基金残高につきまして

は、参考資料２２ページに添付させていた

だいておりますが、４,０７５万８,０００

円となります。

９款、繰越金につきましては、前年度繰

越金４４９万５,０００円を増額するもので

ございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ
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ります。

これから、議案第９１号平成２８年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

暫時休憩します。

再開は１１時１５分といたします。

午前１０時５８分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 議案第９２号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 議案第

９２号平成２８年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の７７ペ

ージをお開き願います。

議案第９２号平成２８年度美幌町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、後期高齢者

医療広域連合市町村事務費及び保険料等負

担金の確定に伴う補正でございます。

平成２８年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）は次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１８５万１,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

億７,４９０万円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

歳出から御説明いたしますので、８６ペ

ージ、８７ページをお開き願います。

３、歳出。

２款、後期高齢者医療広域連合納付金１

８５万１,０００円の減額につきましては、

平成２７年度の事務費負担金の精算及び保

険料分の確定に伴い減額するものでござい

ます。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、８４ページ、８５ページをお開き願い

ます。

２、歳入。

１款、後期高齢者医療保険料につきまし

ては、実績見込みにより特別徴収保険料を

９４万１,０００円減額し、普通徴収保険料

を４９０万５,０００円増額するものでござ

います。

２款、繰入金につきましては、広域連合

市町村事務費負担金の減に伴う事務費繰入

金１２６万４,０００円、保険料の軽減措置

分の確定に伴う保険基盤安定繰入金５２４

万円を減額補正するものでございます。

３款、繰越金６８万９,０００円につきま

しては、前年度繰越金の確定による補正で

ございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第９２号平成２８年度美

幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。
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したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第５ 議案第９３号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 議案第

９３号平成２８年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第３号）についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の８９ペ

ージをお開き願います。

議案第９３号平成２８年度美幌町介護保

険特別会計補正予算（第３号）について御

説明申し上げます。

今回の補正につきましては、平成２８年

度制度改正に係るシステム改修等に伴う補

正でございます。

平成２８年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第３号）は次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３００万５,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７

億１,９５２万２,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

歳出から御説明いたしますので、９８ペ

ージ、９９ページをお開き願います。

３、歳出。

１款、総務費、１目、一般管理費につき

ましては、制度改正に係るシステム改修委

託料の増額補正でございます。

その下の２目、認定調査費につきまして

は、社会保険料の料率改定に伴う増額補正

でございます。

次に、歳入につきまして御説明いたしま

すので、９６ページ、９７ページをお開き

願います。

歳入につきましては、説明を省略させて

いただきます。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから議案第９３号平成２８年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第３号）に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 議案第９４号

○議長（大原 昇君） 日程第６ 議案第

９４号平成２８年度美幌町公共下水道特別

会計補正予算（第４号）についてを議題と

します。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

０１ページをお開き願います。

議案第９４号平成２８年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第４号）について

御説明申し上げます。

平成２８年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第４号）は次に定めるところ

による。

今回の補正につきましては、平成２７年

度発行分の起債借入利率確定に伴う公債費

の減額補正を行おうとするものでありま

す。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ３３５万１,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

１億８,６２８万１,０００円とするもので
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あります。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げますので、１１０ページ、

１１１ページをお開き願います。

３、歳出であります。

２款、１目、公債費の償還金利子及び割

引料３３５万１,０００円の減額であります

が、平成２７年度発行分の起債借入利率で

ありますが、１.０％で予算を組んでおりま

すが、０.１％の確定に伴う公債費利子の減

額であります。

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１０８ページ、１０９ページにお戻

り願います。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第９４号平成２８年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第４

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 議案第９５号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

９５号平成２８年度美幌町個別排水処理特

別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

１３ページをお開き願います。

議案第９５号平成２８年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第２号）につい

てを御説明申し上げます。

平成２８年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、個別排水整

備に伴う水洗便所改造資金貸付金の件数の

確定及び平成２７年度発行分の起債借入利

率確定に伴う公債費の減額補正等を行うも

のであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ７５万８,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,９

３２万円とするものであります。

第２項につきましては事項別明細書で御

説明申し上げますので、１２２ページ、１

２３ページをお開き願います。

３、歳出であります。

１目、一般管理費、貸付金３４万円の減

額でありますが、水洗便所改造等資金貸付

金を当初２件見込んでいましたが、新規貸

し付けがなかったことによる減額でありま

す。

２目、公課費２２万８,０００円の減額に

ついてでありますが、消費税及び地方消費

税の税額確定による減額でございます。

次に、償還金利子及び割引料１９万円の

減額でありますが、平成２７年度発行分の

起債借入利率確定に伴う公債費利子の減額

であります。

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１２０ページ、１２１ページをお開

き願います。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから議案第９５号平成２８年度美幌
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町個別排水処理特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第８ 議案第９６号

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

９６号平成２８年度美幌町水道事業会計補

正予算（第３号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

２４ページをお開き願います。

議案第９６号平成２８年度美幌町水道事

業会計補正予算（第３号）についてを御説

明申し上げます。

総則。

第１条、平成２８年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第３号）は、次の定めると

ころによる。

今回の補正につきましては、業務委託並

びに水道施設整備事業費の確定による減額

補正をさせていただこうとするものであり

ます。

収益的支出の補正、第２条及び資本的収

入及び支出の補正、第３条につきまして

は、補正予算実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。

企業債の補正。

第４条、予算第５条に定めた起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法を次のとおり補正する。

水道施設整備事業の限度額２,８６０万円

を工事費の確定に伴い１８０万円を減額し

まして、２,６８０万円とするものでありま

す。

１２６ページ、１２７ページをお開き願

います。

補正予算実施計画書及び説明書の収益的

支出であります。

営業費用、総係費の委託料、水道施設耐

震診断調査委託料６０万２,０００円の減額

は、事業費の確定によるものであります。

次に、営業外費用、支払利息の企業債償

還利息１３７万２,０００円の減額は、平成

２７年度発行の企業債借入利率の確定に伴

う利息支払額の減額であります。

次に、１２８ページ、１２９ページをお

開き願います。

資本的収入、企業債、水道施設整備事業

１８０万円の減額は、日並浄水場の流量計

整備及び高区加圧ポンプ場外柵整備工事を

含めた４件の工事請負金額の確定、執行残

による減額であります。

次に、１３０ページ、１３１ページをお

開き願います。

資本的支出であります。

建設改良費の工事請負費、水道施設整備

事業１７８万３,０００円の減額は、先ほど

歳入で御説明させていただいた内容と同様

であります。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから議案第９６号平成２８年度美幌

町水道事業会計補正予算（第３号）につい

てを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。
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―――――――――――――――――――

◎日程第９ 議案第９７号

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

９７号平成２８年度美幌町病院事業会計補

正予算（第３号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 議案１３９

ページをお開き願います。

議案第９７号平成２８年度美幌町病院事

業会計補正予算（第３号）について御説明

を申し上げます。

今回の補正につきましては、職員退職手

当組合への事前納付金の精算及び行政報告

をしております１月採用の呼吸器内科医師

の紹介手数料、診療に関わります薬品費、

検査・読影業務委託料などの経費について

増額補正を行おうとするものでございま

す。

第１条、平成２８年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第３号）は次に定めるとこ

ろによる。

第２条、収益的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。

第３条、たな卸資産購入限度額の補正に

つきましては、薬品費の執行見込みから、

たな卸資産の購入限度額２億４,２２８万円

を２億４,３７８万円に改めるものでござい

ます。

１４０、１４１ページをお開き願いま

す。

収益的収入のうち、その他医業収益の補

正であります。その他医業収益の退職手当

組合負担金精算還付金は、平成２５年度か

ら平成２７年度までの３カ年に納付した事

前納付金の総額が必要な追加負担金総額を

上回ったことから、精算還付金として７５

２万円を計上するものでございます。

続きまして１４２、１４３ページをお開

き願います。

収益的支出の補正でございます。

医業費用のうち、法定福利費の退職手当

組合負担金精算金９８８万６,０００円の減

額補正は、退職手当組合事前納付金の精算

に伴い追加負担金の減額補正を行うもので

ございます。

薬品費の血液・試薬等薬品費は、泌尿器

科の手術の実施に伴い輸血用の血液製剤の

使用が増加していることから、２００万円

を増額するものでございます。

旅費交通費の特別旅費は、１月採用の呼

吸器内科医師の赴任旅費として１３万８,０

００円を増額するものでございます。

消耗品費の診療用消耗品類等は、診療件

数の増加に伴い診療及び検査に必要な記録

用紙・検体ラベル・感染防止対策用の除菌

タオルなどの使用数量が増加していること

から、２８０万円を増額するものでござい

ます。

修繕費３５０万円の増額補正であります

が、診療用機器及び施設器具の老朽化によ

る修繕対応のため、それぞれ記載のとおり

増額補正するものでございます。

委託料の臨床検査・ＣＴ読影業務委託料

は、外部に委託している精密検査の項目及

びＣＴ読影件数が増加していることから、

６１０万円の増額補正をするものでござい

ます。

手数料の医師・看護師紹介手数料６８０

万７,０００円は、１月採用の呼吸器内科医

師の紹介手数料として、想定年収の２５％

を計上するものでございます。

通信運搬費の電話料につきましては、医

療機器などのリモートメンテナンス回線の

設置に伴います回線使用料などの増額補正

を行うものでございます。

以上、御説明いたしますたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま
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す。

これから議案第９７号平成２８年度美幌

町病院事業会計補正予算（第３号）につい

てを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎提出案件の概要説明

○議長（大原 昇君） 町長から、追加提

出案件の概要説明をしたいとの申し出があ

りますので、発言を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君） 本定例会に追加し

て御提案いたします、議案第９８号平成２

８年度美幌町一般会計補正予算（第８号）

について御説明を申し上げます。

追加する内容といたしましては、スポー

ツセンター管理棟給湯ボイラー排気煙突の

断熱材剥離に係る対応経費として２８４万

円、公共施設等煙突用断熱材アスベスト診

断調査業務委託料として１７１万１,０００

円、以上の２件を追加しようとするもので

ございます。

細部につきましては、担当部長より御説

明申し上げますので、どうぞよろしくお願

いをいたしたいと思います。

―――――――――――――――――――

◎日程第１０ 議案第９８号

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第９８号平成２８年度美幌町一般会計補正

予算（第８号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。総務

部長。

○総務部長（広島 学君） それでは、議

案第９８号について御説明をさせていただ

きます。

平成２８年度美幌町一般会計補正予算

（第８号）でございます。

平成２８年度美幌町の一般会計補正予算

（第８号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４５５万１,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ１０３億７,２３４万８,０

００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明を申し上げますので、１３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

歳出について御説明を申し上げます。

総務費、財産管理費の委託料でございま

す。煙突用断熱材アスベスト診断調査業務

委託料１７１万１,０００円でございます。

これにつきましては、スポーツセンター

管理棟の給湯ボイラーの煙突から剥離があ

ったことを受けて、公共施設の煙突用断熱

材を１２月１日から６日にかけて目視点検

を行ったところでございます。煙突内部の

剥離は見られなかったのですけれども、ア

スベスト含有の疑いがある施設があること

から、アスベスト診断を行うための委託料

でございます。

対象施設としては、美幌小学校が２本、

旭小学校が２本、東陽小学校が３本、あさ

ひ体育センターと博物館が各１本で、計５

施設、煙突９本分でございます。

なお、目視点検の中で既に使用していな

いもの、また老朽化の著しい煙突について

は、利用者の安全の確保を図るため各施設

の現行予算において、排出口の閉鎖を行う

予定でございます。

次に１０款、教育費の体育施設費、屋内

体育施設維持管理事業費でございます。

スポーツセンターの煙突内剥離に係る対

応を図るための経費でございます。

まず修繕料１９２万３,０００円につきま

しては、給湯ボイラーの使用を中止したこ

とから調理室及びシャワー室への給湯を行

うため、平成１１年に設置をしております

既設ボイラーからＦＦ式の給湯ボイラーへ
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の更新を図るものでございます。ボイラー

及び設置経費、既設ボイラーの撤去等を行

うための経費として１９２万３,０００円の

計上でございます。

次に、業務委託料９１万７,０００円のう

ち、管理棟気中濃度測定委託料６万３,００

０円につきましては、煙突内部の断熱材に

アスベストが含まれていたことから、ボイ

ラー室内のアスベスト粉じん濃度の測定を

行うための委託料の経費でございます。

その下の管理棟排気煙突閉鎖委託料８５

万４,０００円につきましては、排気煙突を

閉鎖するための経費でございまして、煙突

の高さが２１メートルあることから、空中

車を利用しての作業を予定しているところ

でございます。

次に、１１ページにお戻りをいただきた

いと思います。

歳入についてでございますけれども、財

政調整基金繰入金の増４５５万１,０００

円、今回の補正に係る財源を財政調整基金

に求めるものでございます。なお、今補正

後の年度末基金予定残高については、１４

億２,０１７万１,０００円となる見込みで

ございます。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから質疑を行

います。

１２番中嶋すみ江さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 基金に関連し

ましてお伺いいたします。

ふるさと基金の状況でありますが、これ

を目的別に１１月……

○議長（大原 昇君） 中嶋さん、今アス

ベストの関係で説明があったので……

（「もう少し聞いて」と発言する者あり）

○１２番（中嶋すみ江君） ふるさと基金

の状況を目的別にお伺いしたいと思いま

す。基金に関連いたしまして。

平成２８年１１月現在で、ふるさと寄附

の目的別状況をお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 中嶋さん、これは

議題と違いますので、削除させていただき

たいと思います。（「残高を減らしたか

ら、減らしたら困るなと思って聞いたも

の」と発言する者あり）

ほかに質疑はありませんか。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） アスベストなの

ですけれども、私はそんなに詳しくはない

のですけれども、これを委託するのも委託

先は町内とか管内なのか、それとも例え

ば、これを取り除くというときに、業者

は、結構忙しかったりして、大変だという

ことなのですけれども、この管内で手当て

できるものなのでしょうか。管内というか

町内も含めて。

すぐアスベストを除去する対策をとれる

事業所はあるのか、そういうところを詳し

く聞かせていただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。

○契約財産主幹（大場正規君） 今の撤去

の関係ですけれども、岡本議員がお尋ねの

ように、かなり業者は込み入っているとお

伺いしております。基本的には、日本アス

ベスト調査診断協会に登録された者という

ことで、石綿含有建材調査の講習等を修了

した者が行うことになっております。それ

で、近隣で申しますと、北見に２社、そう

いう調査が可能ということでお伺いしてお

ります。ただ、件数が今どれだけあるとい

うのが、こちらでも把握しておりません

が、なるべく今回、議決いただいたら速や

かに発注行為等を行いたいと思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第９８号平成２８年度美

幌町一般会計補正予算（第８号）について

を採決します。
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この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１１ 意見書案第１５号

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 意見

書案第１５号国による子ども医療費無料制

度の創設を求める意見書についてを議題と

します。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書についてを採決しま

す。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 意見書案第１６号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 意見

書案第１６号国民健康保険療養費国庫負担

金の調整（減額）廃止を求める意見書につ

いてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 意見書案第１７号

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 意見

書案第１７号「高額療養費」「後期高齢者

の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度

の継続を求める意見書についてを議題とし

ます。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。
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これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１４ 意見書案第１８号

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 意見

書案第１８号「全国規模の総合的なアイヌ

政策の根拠となる新たな法律」の早期制定

を求める意見書についてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１５ 意見書案第１９号

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 意見

書案第１９号地方議会議員の厚生年金制度

への加入を求める意見書についてを議題と

します。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、本意見書案について直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１６ 意見書案第２０号

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 意見

書案第２０号大雨災害に関する意見書につ

いてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１７ 意見書案第２１号

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 意見

書案第２１号ＪＲ北海道への経営支援を求

める意見書についてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、本意見書案について直ちに採

決します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１８ 意見書案第２２号

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 意見

書案第２２号安全・安心の医療・介護の実

現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書

についてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書についてを採決しま

す。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第１９ 報告第２２号

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 報告

第２２号定期監査報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが
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あれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第２２号定期監査報告につい

てはこれで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２０ 報告第２３号

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 報告

第２３号財政援助団体監査報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第２３号財政援助団体監査報

告については、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２１ 報告第２４号

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 報告

第２４号例月出納検査報告について（８月

～１０月分）。

お手元に配付しているとおり、報告書の

提出がありましたので、お聞きすることが

あれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第２４号例月出納検査報告に

ついて（８月～１０月分）は、これで終わ

ります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２２ 閉会中の継続調査

   について

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとおり

申し出があります。

お諮りします。

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎閉会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２８年第７回美幌町議会定

例会を閉会します。

お疲れさまでした。

午前１１時５６分 閉会  
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